
 

 
防災訓練実施結果報告書 

 

 

東二安防発第３号

２０２３年５月２２日

原子力規制委員会  殿 

    

                                        報告者 

                                          住所 東京都台東区上野五丁目２番１号 

                                          氏名 日本原子力発電株式会社 

                         取締役社長  村松 衛       

                                                                                       

  防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定

に基づき報告します。 

原子力事業所の名称及び

場所 

東海第二発電所 

茨城県那珂郡東海村大字白方１番の１ 

防災訓練実施年月日 ２０２３年２月１７日 ２０２３年２月１７日 
２０２２年４月１日～ 

２０２３年３月３１日 

防災訓練のために想定し

た原子力災害の概要 

（第１部訓練） 
落雷の影響により格納容

器内漏えい、火災、外部電

源喪失等の発生、原子炉注

水機能の喪失が発生し、原

子力災害対策特別措置法

第 10 条第 1 項事象に至る

原子力災害を想定 

（第２部訓練） 

地震の影響により外部

電源喪失等の発生、原

子炉注水機能の喪失が

発生し、原子力災害対

策特別措置法第 15 条 1

項事象に至る原子力災

害を想定 

別紙２のとおり 

防災訓練の項目 総合訓練 個別訓練 要素訓練 

防災訓練の内容 

(1)本部運営訓練 

(2)通報連絡訓練 

(3)緊急時環境モニタリン

グ訓練 

(4)発電所退避者誘導訓練 

(5)原子力災害医療訓練 

(6)原子力緊急事態支援組

織対応訓練 

(7)その他必要と認められ

る訓練 

(1)通報連絡訓練 

(2)その他必要と認めら

れる訓練 

【発電所】 

(1)本部運営訓練 

(2)通報連絡訓練 

(3 原子力災害医療訓練 

(4)全交流電源喪失対応 

訓練 

(5)シビアアクシデント 

対策訓練 

(6) その他必要と認められ

る訓練 

【本店】 

(1)その他必要と認められ

る訓練 

防災訓練の結果の概要 別紙１のとおり 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 
別紙１のとおり 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



 

別紙１ 

 

防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 

 

本訓練は、「東海第二発電所原子力事業者防災業務計画 第 2 章 第 7 節」に基づき実施するものである。 

 

１．訓練の確認項目 

（１）訓練目的 

東海第二発電所（以下、「発電所」という。）において、発電所警戒本部又は発電所災害対策本部（以

下、「発電所本部」という。）、本店警戒本部又は本店総合災害対策本部（以下、「本店本部」という。）、

及び原子力事業所災害対策支援拠点（以下、「後方支援拠点」という。）等の各拠点が、各々の役割を認

識し連携することで、原子力防災組織が有効に機能することを確認するとともに、事故の拡大を防止す

るため事故対応能力の向上を図る。 

 

（２）訓練目標 

①各拠点における住民防護対応の実施 

②これまでの訓練から抽出された改善事項に対する改善策の有効性の検証 

 

（３）主な検証項目 

訓練目的・目標を踏まえ、以下の検証項目を設定する。 

①各拠点における住民防護対応の実施 

    各拠点が連携し、以下の住民防護における対応が出来ることを検証・評価する。 

    ・住民避難等の状況把握及び共有 

    ・住民防護における自治体からの要請を想定した対応 

②これまでの訓練から抽出された改善事項に対する改善策の有効性の検証 

改善事項に対する改善策が有効に機能していることを検証・評価する。 

 

２．実施日時及び対象施設 

（１）実施日時 

【第 1 部訓練】2023 年 2 月 17 日（金） 13 時 00 分 ～15 時 20 分 

   【第 2 部訓練】2023 年 2 月 17 日（金） 10 時 15 分 ～10 時 30 分 

 

（２）対象施設 

東海第二発電所 
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３．実施体制、評価体制及び訓練参加人数 

３．１ 第１部訓練 

（１）実施体制 

. 

 

（２）評価体制 

訓練参加者以外から評価者（発電所社員、本店社員及び他電力社員等）を選任し、発電所本部及び本

店本部の活動における手順の検証や対応の実効性等について評価し、改善点の抽出を行う。また、訓練

終了後には、訓練参加者、訓練コントローラ及び評価者にて振り返りを実施し、訓練全体を通した意見

交換及び気付き事項を集約し、課題の抽出を行う。 

なお、東海発電所及び東海第二発電所の同時発災訓練のため、共通で評価した。 

 

（３）訓練参加人数：249 名 

訓練参加者の内訳は以下のとおり。 

①東海第二発電所   ：115 名（評価者 7 名、コントローラ 18 名を含む） 

②地域・共生部    ：10 名 

③本 店        ：101 名（模擬記者役 7 名、評価者 10 名、コントローラ 4名を含む） 

④関係会社・協力会社 ：23 名 

（発電所退避者誘導訓練参加者 22 名、ERC への派遣リエゾンの通信補助 1 名） 

なお、東海発電所及び東海第二発電所の同時発災のため東海発電所の対応要員を含む総数を記載して

いる。 

  

社外 

関係機関 

（一部実施） 

原子力規制庁 ERC 

（緊急時対応センター） 

通報連絡 ※2 

※2

※1 情報連絡 通報連絡 

(一部実施)
派遣 

技術支援 対外問合せ

通報連絡 対外回答

支援要請 

 

 

 

東海第二発電所 

災害対策本部 

本店総合災害対策本部 

（原子力施設事態即応センター） 他の原子力事業者等

情報共有 

協力要請※3

原子力緊急事態 

支援センター 

支援要請

資機材支援 災害対策支援拠点 

（現地支援本部） 

原子力防災センター（茨城） 

要員派遣

情報共有
要員派遣、情報共有

通報連絡

※1 統合原子力防災ネットワーク接続 

※2 原子力事業者防災業務計画に定める通報 

※3 原子力事業者間協力協定人基づく通報連絡 
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３．２ 第２部訓練 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制 

当社社員（発電所員、本店社員）より選任した社内評価者「６．防災訓練の内容」の項目毎に、第三者

の視点から手順の検証及び対応の実効性について評価し、改善点の抽出を行う。また、前回までの訓練で

抽出された改善事項における対策の有効性についても評価を行う。 

 

（３）訓練参加人数：26 名  

訓練参加者の内訳は以下のとおり。 

①東海第二発電所   ：12 名（コントローラ 1 名を含む） 

②本 店        ：14 名（コントローラ 4 名を含む） 

 

  

技術支援 
対外問合せ   

本店本部 
（原子力施設事態即応センター）

  
通報連絡 対外回答 

東海第二発電所

発電所本部 
情報連絡 

原子力規制庁 ERC 
（緊急時対応センター） 

※2 

※1 

※1 統合原子力防災ネットワーク接続
※2 原子力事業者防災業務計画に定める通報 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

平日の通常勤務時間帯に自然災害（落雷）を起因事象とする原子力災害の発生を想定した。 

（１）プラント運転状況 

定格熱出力一定運転中（新規制基準適合プラント） 

 

（２）訓練想定 

  【第 1 部訓練】 

新規制基準適合後定格熱出力一定運転中の東海第二発電所において、落雷の影響を受け、格納容器内漏

えい、火災、外部電源喪失等の発生により、原子炉注水機能の喪失が発生し、原子力災害対策特別措置法

（以下、「原災法」という。）第 10 条に該当する原子力災害が発生する事象を想定した。 

【第 2 部訓練】 

新規制基準適合後定格熱出力一定運転中の東海第二発電所において、地震の影響を受け、外部電源喪失

等の発生により、原子炉注水機能の喪失が発生し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）

第 15 条に該当する原子力災害が発生する事象を想定した。 

 

（３）事象概要 

  【第１部訓練】 

時 刻 事   象 

発災前 定格熱出力一定運転中 

13:00 送電系統への落雷（再閉路成功） 

13:01 
サプレッション・チェンバ－ドライウェル真空破壊弁「開」固着 

（落雷による電源ショックの影響） 

13:05 
格納容器圧力上昇（格納容器内蒸気配管より漏えい） 

（落雷による周波数揺動に伴う原子炉圧力の変化） 

13:15 

原子炉隔離時冷却系蒸気配管破断検出器動作 

・警報「RCIC STEAM LINE BREAK △P HI」発報 

・原子炉隔離時冷却系、高圧代替注水系自動隔離 

・格納容器圧力上昇継続 

13:20 原子炉出力降下（原子炉停止操作）開始 

13:30 送電系統への落雷 

13:30 

外部電源喪失（275kV 系、154kV 系） 

・原子炉自動スクラム（加減弁急閉） 

・タービン手動トリップ 

・非常用ディーゼル発電機自動起動 

＜マルファンクション＞ 

電気室（地下 2 階）火災報知器作動 

・警報「D/G 2C GEN LOCKOUT RY OPERATED」発報 

・非常用ディーゼル発電機 2C トリップ 

・非常用母線 2C 母線短絡により発煙（発煙のみ、炎無し） 
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時 刻 事   象 

・非常用母線 2C 停止 

・緊急用母線（6.9kV、480V）「地絡」警報発報 

＜マルファンクション＞ 

発電長からの AL23 該当事象発生の発話を意図的に制止 

13:35 
【警戒事態該当事象の発生①】※1 

AL22：原子炉給水機能の喪失（AL22 判断 13:35 第 1報 FAX13:41） 

13:40 非常用母線 2C の現場で運転員が火災を確認（模擬） 

【警戒事態該当事象の発生②】※1 

AL23：原子炉除熱機能の一部喪失（AL23 判断 13:39 第 2 報 FAX13:50） 

AL53：重要区域での火災・溢水による安全機能の一部喪失のおそれ 

（AL53 判断 13:42 第 2 報 FAX13:50） 

13:45 【警戒事態該当事象の発生③】※1 

AL25：非常用交流高圧母線喪失又は喪失のおそれ（AL25 判断 13:45 第 3 報 FAX13:56） 

13:50 地震発生（東海村震度 6 弱）【津波のおそれなし】 

・設備状況に変化なし 

13:56 ＜マルファンクション＞ 

発電所本部のキーとなる要員（東二統括）の体調不良による急な体制変更 

14:00 格納容器圧力高（13.7 kPa） 

・警報「D/W HI PRESS TRIP」発報 

・非常用炉心冷却系自動起動（待機運転） 

＜マルファンクション＞ 

RHR B&C 室火災報知器動作（火災発生） 

・警報「RHR PUMP C ELECTRIC FAILURE」発報 

・自衛消防隊出動 

外部電源復旧予定時間連絡（14:30 頃） 

【警戒事態該当事象の発生④】※1 

AL21：原子炉冷却材の漏えい（AL21 判断 14:02 第 5報 FAX14:14） 

AL42：単一障壁の喪失または喪失可能性（AL42 判断 14:02 第 5 報 FAX14:14） 

14:05 【警戒事態該当事象発生連絡後の状況連絡】※2（第 4報 FAX 送信完了 14:05） 

14:15 

高圧炉心スプレイポンプトリップ 

・警報「HPCS PUMP ELECTRIC FAILURE」 

【特定事象の発生①】※3 

SE21：原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能 

（SE21 判断 14:17 第 6 報 FAX14:24） 

SE22：原子炉注水機能の喪失のおそれ（SE22 判断 14:17 第 6 報 FAX14:24） 

14:16 制御棒駆動水ポンプ（B）起動 

14:20 
＜マルファンクション＞ 

残留熱除去系ポンプ B 室溢水確認 
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時 刻 事   象 

・高圧炉心スプレイポンプの状況を確認に出向いた運転員が発見 

・残留熱除去系ポンプ B 出口配管からの漏えいを確認（電動機被水のおそれ） 

14:30 外部電源（275kV 系）復旧 

14:36 【原災法第 25 条報告①】※4（第 7 報 FAX 送信完了 14:36） 

14:39 
給復水系復旧 

・外部電源復旧後、通常給復水系を起動し、原子炉への給水を開始 

14:51 【原災法第 25 条報告②】※4（第 8 報 FAX 送信完了 14:51） 

15:09 復水器を使用した原子炉減圧冷却開始 

15:19 【原災法第 25 条報告③】※4（第 9 報 FAX 送信完了 15:19） 

15:20 訓練終了 

※1 警戒事態該当事象発生連絡：第 1、2、3、5 報 

※2 警戒事態該当事象発生連絡後の状況連絡：第 4 報 

※3 特定事象発生通報（原子炉施設）：第 6 報 

※4 応急措置の概要（原子炉施設）：第 7、8、9 報 

 

【第 2 部訓練】 

時 刻 事   象 

発災前 定格熱出力一定運転中 

9:40 地震発生（東海村震度 6 弱） 

9:40 

・原子炉スクラム 

・タービントリップ 

・275kV2 回線喪失、154kV 受電 

・非常用ディーゼル発電機 2C、2D 及び HPCS 起動 

AL22：原子炉給水機能の喪失 

9:42 

HPCS D/G トリップ（海水系喪失） 

高圧炉心スプレイポンプ起動不可（海水系喪失） 

ディーゼル消火ポンプ起動失敗（油圧低下） 

9:43 RCIC 手動起動 

9:45 地震発生（東海村震度 6 強） 

9:45 

・原子炉隔離時冷却系ポンプトリップ（タービン排気圧力高） 

・残留熱除去系ポンプ（A）（B）（C）起動不可（電気的故障） 

・復水移送ポンプ、純水移送ポンプ、制御棒駆動水ポンプ全台トリップ 

SE23：残留熱除去機能の喪失 

AL23：残留熱除去機能の一部喪失 

9:48 低圧炉心スプレイポンプ手動起動 

9:50 高圧代替注水系起動操作開始（遠隔） 

9:51 
常設高圧代替電源装置起動操作開始 

高圧代替注水系起動失敗 
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時 刻 事   象 

9:53 SE22：原子炉給水機能喪失のおそれ 

9:55 常設高圧代替電源装置起動不可 

10:15 訓練開始 

10:15 低圧炉心スプレイポンプトリップ（電気的故障） 

10:17 
【特定事象の発生】※1 

GE22：原子炉注水機能の喪失（GE22 判断 10:17 第 1報 FAX 送信完了 10:23） 

10:20 高圧炉心スプレイポンプ運転による注水を指示 

10:23 15 条認定会議終了 

10:26 高圧炉心スプレイポンプ起動準備完了 

10:27 高圧炉心スプレイポンプ起動、原子炉水位上昇確認 

10:27 通報文着信確認 

10:30 訓練終了 

※1 特定事象発生通報（原子炉施設）：第 1 報 

 

５．防災訓練の項目 

【第 1 部訓練】総合訓練 

【第 2 部訓練】個別訓練 
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６．防災訓練の内容 

自然災害を起因事象とした原子力災害を想定し、原子力防災体制を発令するとともに、原子力防災要員

を非常招集し、原子力災害対策活動を実施した。 

訓練の進行については、訓練コントローラからの状況付与にて訓練を実施した。第 1 部訓練において

は、発電所本部の指示に基づき、運転員がフルスコープシミュレータで対応操作するマルチエンディング

方式で訓練を実施した。 

なお、以下の項目について、「シナリオ非提示」にて実施した。 

６．１ 第 1 部訓練 

（１）本部運営訓練（発電所） 

（２）通報連絡訓練（発電所） 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（発電所） 

（４）発電所退避者誘導訓練（発電所） 

（５）原子力災害医療訓練（発電所、本店） 

（６）原子力緊急事態支援組織対応訓練（発電所、本店） 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力防災センター訓練（発電所、本店） 

②発電所災害対策活動支援対応訓練（本店） 

③ERC 対応班運営訓練（本店） 

④原子力事業所災害対策支援拠点の選定訓練（本店） 

⑤原子力事業者間協力協定に基づく支援連携訓練（本店） 

⑥広報対応訓練（本店） 

 

６．２ 第 2 部訓練 

（１）通報連絡訓練（発電所） 

（２）その他必要と認められる訓練 

①ERC 対応班運営訓練（本店） 
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７．訓練結果の概要及び評価 

７．１ 第 1 部訓練 

（１）本部運営訓練（発電所、本店） 

≪達成目標≫ 

・発電所本部要員が招集指示により発電所本部へ移動し、本部長の本部設置宣言が事象発生から10分

以内にできること。 

・発電所本部、本店本部双方の防災組織が、各本部内の指揮命令系統に基づき、情報を共有、事故収

束戦略の決定を行うとともに、連携して事態に対処できること。 

・情報共有については、発電所本部が収集、整理したプラント情報、事故収束戦略情報および負傷者

情報等を、COP※等を活用し、本店本部へ発信できること、本店本部から外部の関係各所へ遅滞なく

発信できること。 

※ COP：共通状況図のこと。事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況を共有するために作成

する図表。 

≪結果≫ 

・事故トラブル対応と事象の進展による自主的な要員の参集で、警戒本部設置以前に要員の招集は完了

しており警戒事態発令と同時に警戒本部設置宣言を行った。 

・発電所本部は、電源機能復旧、炉心冷却及び格納容器破損防止に係る事故収束戦略の立案を行い、本

店本部と連携して事故収束戦略を決定し、事故収束戦略に基づいた指示を実施した。 

・発電所本部の各作業班は、発電所本部内で共有された設備状況等のプラント情報、電源機能復旧等

の事故収束戦略、管理区域内での負傷者情報及び重要設備での火災情報を収集・整理し、COP、共有

資料、チャットシステム及び TV 会議システムを活用して、本店本部へ発信した。 

・本店本部の各機能班は、発電所情報を収集し、外部の関係各所に対して、概ね遅滞なく情報発信を

実施した。 

≪評価≫ 

・発電所本部長及び発電所本部要員は、『災害対策要領』に従い、緊急時対策室への非常招集、体制の

確立及び発電所本部設置宣言が遅滞なく実施できたことから、緊急事態における各要員の行動が定着

していると評価する。 

・発電所本部は、指揮命令系統を定めた『発電所対策本部等運営手引書』に従い、事故収束戦略の決

定及び指示ができたことから、今回の想定事象においても対応能力は有しているものと評価する。 

・発電所本部の各作業班は、『発電所対策本部等職務手引書』に従い、発電所本部内で収集・整理した

プラント情報、事故収束戦略情報、負傷者情報及び火災情報等を、COP 等を活用し、本店本部へ発

信できたことから、本店本部との情報共有対応が定着していると評価するが、COP の記載及び EAL

の判断において、更なる改善に取り組む事項を抽出した。 

 （問 題 点①）・原子力防災に係る概要資料（新規制基準適合後想定）（以下、「防災概要資料」とい

う。）に常用系の記載が無いため、本店技術班においての戦略検討や即応センター

での ERC プラント班への説明時に支障があった。 

 （ 課 題 ① ）・防災概要資料の充実化 

 （原因・要因）・防災概要資料に常用系の記載がない 

 （改 善 点）・防災概要資料の必要な箇所に常用系設備の記載を追加する。 
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（問 題 点②）・震度 6 弱以上の地震による EAL の発出について、ERC プラント班へ判断時刻を仰い

だ。 

 （ 課 題 ② ）・地震による EAL（AL-）の判断時間についての明確なルールの取り決め 

 （原因・要因）・地震発生時刻を判断時間とするのか、気象庁発表時間を判断時間とするのか曖昧で

あった。 

 （改 善 点）・地震による EAL（AL-）判断時間を気象庁の発表による地震発生時刻に統一する。 

 

（問 題 点③）・発電所本部室内での発話習熟度に個人差が見られた。 

 （ 課 題 ③ ）・発話の練度向上 

 （原因・要因）・今回の訓練より発電所本部の発話方法を「敬体」調から「常体」調に切り替えたた

め。 

 （改 善 点）・今後の訓練においても「常体」調の発話を継続することにより練度の向上を図る。 

 

・本店本部の各機能班は、各役割に従い、発電所情報を収集し、外部の関係各所に対して遅滞なく情

報発信できており、外部関係各所への情報発信するための体制が確立されていると評価するが、参

集時における情報の共有について、更なる改善に取り組む事項を抽出した。 

 （問 題 点④）・本店本部では今回の訓練は事故トラブル段階から訓練を開始したことから、AL22

（原子炉注水機能の喪失）が発生し要員が参集した時点で、既に格納容器内漏えい

や RCIC 自動隔離、複数の AL 事象が発生している状況であった。参集してきた本店

本部要員がこれらの情報を収集するのに時間を要した。 

 （ 課 題 ④ ）・事故トラブルから警戒事態に至る際の情報共有ルール明確化 

 （原因・要因）・ブリーフィングについて、明確なルールが無い。 

 （改 善 点）・要員参集が完了した時点で、発電所の状況を本店本部内で情報共有するため、ブリ

ーフィングを実施する旨をルール化する。 

 

 （問 題 点⑤）・本店本部において 3way コミュニケーションが出来ていないため、言い間違いや聞

き間違いで情報伝達ミスや意思疎通が出来ない可能性がある。 

 （ 課 題 ⑤ ）・本店本部内における発話ルールの明確化 

 （原因・要因）・3way コミュニケーションが出来ていない。 

 （改 善 点）・3way コミュニケーション、更にはフォネティックコードの使用をルール化する。

また、本店本部要員に対し 3way コミュニケーション、フォネティックコードにつ

いて教育し、訓練で習熟を図る。 

 

 （問 題 点⑥）・ERC プラント班から書画で説明した資料の FAX 要求に対し本店本部での明確なルー

ルが無いため、対応が遅れる可能性がある。 

 （ 課 題 ⑥ ）・本店本部における ERC プラント班からの資料 FAX 要求に対するルールの明確化 

 （原因・要因）・ERC プラント班から書画で説明した資料の FAX 要求に対する明確なルールが無い。 

 （改 善 点）・ERC プラント班からの資料 FAX 要求への対応をルール化する。 
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（２）通報連絡訓練（発電所） 

≪達成目標≫ 

・警戒事態該当事象発生連絡（以下、「AL 連絡」という。）及び特定事象発生通報（原子炉施設）（以

下、「原災法 10 条通報」という。）は 15 分以内に通報できること。また、通報に伴う着信確認がで

きること。 

・警戒事態該当事象発生連絡後の状況連絡（以下、「AL 状況連絡」という。）及び応急措置の概要（原

子炉施設）（以下、「原災法 25 条報告」という。）は、30 分（基準）の間隔で報告できること。ま

た、報告に伴う着信確認ができること。 

≪結果≫ 

・発電所情報班は、AL 連絡及び原災法 10 条通報における通報連絡として FAX 文を作成し、FAX による

通報を実施した結果、EAL 判断から通報までに要した時間は最大 12 分であった。また、通報後に連

絡先に対して着信確認を行った。 

・発電所情報班は、AL 状況連絡及び原災法 25 条報告における報告として FAX 文を作成し、FAX による

報告を実施した結果、AL 状況連絡及び原災法 25 条報告の報告間隔は最大 30 分であった。また、報

告後に連絡先に対して着信確認を行った。 

≪評価≫ 

・発電所情報班は、複数の EAL が短時間に連続的に発生する厳しい状況下においても正確に通報文を作

成し、AL 連絡及び原災法 10 条通報が目標時間以内に実施できたこと及び着信確認も速やかに行われ

ていたことから、通報連絡対応が定着していると評価する。 

・発電所情報班は、複数の EAL が短時間に連続的に発生する厳しい状況下においても正確に通報文を作

成し、AL 状況連絡及び原災法 25 条報告が概ね基準時間で実施できたこと及び着信確認も速やかに行

われていたことから、通報連絡対応が定着していると評価する。 

 

（３）緊急時環境モニタリング訓練（発電所） 

≪達成目標≫ 

・『非常時対応手順書』に従い、空間放射線量率及び空気中ヨウ素濃度の測定ができるとともに、モニ

タリングデータを発電所本部に情報提供できること。 

≪結果≫ 

・発電所放射線管理班は、モニタリングポスト指示値の上昇に伴う緊急時環境モニタリングとして、モ

ニタリングカーによる発電所敷地内及び敷地境界付近の空間放射線量率及び空気中ヨウ素濃度の測

定を実施するとともに、そのモニタリングデータを発電所本部に情報提供した。 

≪評価≫ 

・発電所放射線管理班は『非常時対応手順書』に従い、緊急時環境モニタリング活動及び発電所本部

への報告が支障なく実施できており、緊急時におけるモニタリング対応が定着していると評価す

る。 

 

（４）発電所退避者誘導訓練（発電所） 

≪達成目標≫ 

・『災害対策要領』に従い、退避誘導ができるとともに退避者数及び退避状況を本部内で情報共有でき

ること。 
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≪結果≫ 

・発電所庶務班は、SE21（原子炉冷却材漏えい時における非常用炉心冷却装置による一部注水不能）及

び SE22（原子炉注水機能の喪失のおそれ）の発生に伴い、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従

事しない者に対して、所内放送装置を用いて発電所構内退避時集合場所への一時退避の指示、退避誘

導を実施した。また、その退避者数及び退避状況を発電所本部内で共有した。 

≪評価≫ 

・発電所庶務班は、『災害対策要領』に従い、発電所内の緊急事態応急対策等の活動に従事しない者及

び見学者への退避誘導活動を実施するとともに、発電所本部に退避者数・退避状況の情報を共有でき

ており、退避者誘導対応が定着していると評価する。 

 

（５）原子力災害医療訓練（発電所、本店） 

≪達成目標≫ 

・負傷者の搬出、汚染除去方法の選定・対処及び負傷状況（骨折及び創傷等）に応じた応急処置が実

施できるとともに、負傷者情報を発電所本部に情報提供できること。 

・本店本部の保健安全班はオンサイト医療の派遣要請ができること。 

≪結果≫ 

・発電所保健安全班、放射線管理班及び庶務班は、東海発電所管理区域内において発生した火災の被災

者発生（右足首捻挫、煙を吸い込んだことによる軽微な呼吸困難、意識あり、表面汚染有り、内部汚

染の可能性あり：模擬）を想定し、コントローラから付与された情報を基に適切な対応を指示、発電

所放射線管理班と連携しホールボディカウンタを実施し、汚染がないことの確認後構外搬送を実施し

た。また、発電所保健安全班は、現場で確認した負傷者の被災状況や汚染の有無、除染状況等を発電

所本部に情報提供した。 

・本店保健安全班は、原子力安全研究協会に対して、プラント状況に関する情報提供を行うとともに、

医療スタッフの派遣を要請した。 

≪評価≫ 

・発電所保健安全班、放射線管理班及び庶務班は、『災害対策要領』及び『発電所対策本部等職務手引

書』に従い、負傷者の汚染及び負傷状況に応じた応急処置や搬出を実施するとともに、発電所本部へ

の負傷者情報提供も実施できていることから、応急処置及び情報共有の対応が定着していると評価す

るが、被災者情報の共有において、更なる改善に取り組む事項を抽出した。 

 （問 題 点⑦）・東海発電所にて発生した火災による被災者は負傷の程度から重篤な状況ではない旨、

事象の発生時及びブリーフィング時に発電所本部内に発話した。しかし、被災者は

煙を吸引し容体が急変する可能性があることを情報共有すべきであった。 

 （ 課 題 ⑦ ）・発電所本部へ生命に危険を及ぼす可能性がある事象の情報共有 

 （原因・要因）・発電所保健安全班は火災による煙の吸引が確認され容体が急変する可能性があると

認識していたものの、その時点では重篤な状況ではなかったため情報を発電所本部

内で共有しなかった。 

 （改 善 点）・重篤な状態でない場合であっても被災者の容体が急変する可能性がある場合は発電

所本部内で情報共有する旨をルール化する。 
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・本店保健安全班は、原子力安全研究協会への情報提供、医療スタッフの派遣要請を実施できたことか

ら、原子力安全研究協会と連携する体制が確立され対応が定着していると評価する。 

 

（６）原子力緊急事態支援組織対応訓練（発電所、本店） 

≪達成目標≫ 

・原災法 10 条事象発生時に本店本部に支援要請を依頼できること。本店はその要請に基づき、原子力

緊急事態支援組織に支援要請できること。 

≪結果≫ 

・発電所本部長は、原災法 10 条事象発生に伴い、速やかに本店本部に対して原子力緊急事態支援組織

の支援要請を依頼した。 

・本店庶務班は、発電所本部からの要請を受け、原子力緊急事態支援組織に対して、プラント状況に

関する情報提供及び支援要請を行った。 

≪評価≫ 

・発電所本部長は、『災害対策要領』に従い、本店本部へ原子力緊急事態支援組織の支援要請が実施で

きており、支援要請における対応が定着していると評価する。 

・本店庶務班は、発電所本部長からの要請を受けて、原子力緊急事態支援組織の共同運営に関する基

本協定に従い、プラント状況の共有及び支援要請ができたことから、原子力緊急事態支援組織と連

携する体制が確立され、対応が定着していると評価する。 

 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力防災センター訓練（発電所、本店） 

≪達成目標≫ 

・事業者ブースでの情報共有及びプラントチームに遅滞なく情報提供できること。また、住民避難情

報等を遅滞なく情報共有できること。  

・原子力防災センターの現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協議会へ参画するため、本店

本部にて経営層（役員）を指名して派遣（「派遣」は模擬）できること。 

≪結果≫ 

・発電所本部から派遣された原子力防災センター（以下、「OFC」という。）派遣要員は、発電所本部

OFC 対応者より入手した発電所情報をホワイトボードに整理し、ブリーフィングにより事業者ブー

ス内で情報共有するとともに、プラントチームへ速やかに情報提供した。また、OFC にて情報付与

された住民避難情報等についても速やかに発電所本部及び後方支援拠点へ情報共有した。 

・本店庶務班は、本店本部長からの指示を受け、OFC へ派遣する経営層（役員）1名及び随行者 1 名を

指名するとともに、交通網の混乱を想定し、OFC への移動手段としてヘリコプターを選定した。ま

た、指名された経営層及び随行者は、本店本部からヘリポートへ移動し、ヘリコプターに搭乗し

た。（OFC への移動は模擬） 

≪評価≫ 

・OFC 派遣要員は、『災害対策要領』及び『発電所対策本部等運営手引書』に従って派遣され、事業者ブ

ースでの情報共有、プラントチームへの情報提供及び OFC で入手した住民避難等の情報を遅滞なく発
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電所本部及び後方支援拠点へ共有できており、OFC における情報共有を行う体制が確立されていると

評価するが、発電所情報の入手手段について、更なる改善に取り組む事項を抽出した。 

（問 題 点⑧）・OFC 派遣者用に最新版の EAL 判断基準が分かり易い場所に設置されていない。 

 （ 課 題 ⑧ ）・資料の共有化 

 （原因・要因）・OFC には原子力事業者防災業務計画を備え付ける資料として配備しているが、活動

箇所には設置していない。 

 （改 善 点）・発電所本部と情報共有を行う上で、発電所本部で使用する同一の資料（防災概要資

料）を使用することが有効であると考えられるので、OFC 持出し用として緊急時対

策室建屋に配備する。 

 

 （問 題 点⑨）・発電所情報の入手手段として在宅ワーク用 PC を用いて「原子力防災情報共有システ

ム」より情報収集することは有用であったが、通信で使用するテザリング用携帯電

話は、災害発生時に通信の渋滞等により使用できなくなる可能性がある。また、在

宅ワーク用の PC は通常会社には置いていないことから、共用 PC を確保する必要が

ある。 

（ 課 題 ⑨ ）・災害発生時における情報収集手段の検討 

 （原因・要因）・テザリング用携帯電話について、実発災時に発生する通信渋滞を想定していない。 

 （改 善 点）・通信渋滞による通信障害発生時の対応としてデータ通信に頼らない情報共有（固定

電話等による音声通話）の訓練も計画する。 

・衛星通信回線を利用したデータ通信について検討を行う。 

 

・本店庶務班は、OFC への派遣要員の指名、移動ルートや移動手段の検討・選定が遅滞なく実施でき

ており、OFC へ速やかに経営層を派遣するための体制が確立されていると評価する。 

 

②発電所災害対策活動支援対応訓練（本店） 

≪達成目標≫ 

・本店各機能班は、発電所情報の収集を正確に行うとともに、技術的支援や要員派遣・物資支援等の

検討・準備を実施し、これらの状況を本店本部、発電所本部及び後方支援拠点で共有できること。 

≪結果≫ 

・本店本部の各機能班は、発電所情報の収集を行い、発電所の活動に対して技術的支援や要員派遣の

検討・準備を実施し、これら発電所の支援に係る状況を本店本部、発電所本部及び後方支援拠点で

共有した。 

≪評価≫ 

・本店本部の各機能班は役割に従い、発電所の発災状況を把握し、本店本部及び後方支援拠点にて共

有できていたことから、発電所の事故収束活動へ支援を行う体制が確立されていると評価する。 
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③ERC 対応班運営訓練（本店） 

≪達成目標≫ 

・ERC プラント班へタイムリーな情報共有ができること。 

・情報共有ツールを活用し、積極的な情報発信ができること。 

≪結果≫ 

・本店 ERC 対応班は、事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況等につ

いて、本店情報班及び技術班から伝達された情報を、速やかに ERC プラント班と情報共有した。 

・本店 ERC 対応班は、初動対応、EAL 判断等のプラント状況の変化時において、情報共有ツールを用

いて、積極的に ERC プラント班へ情報発信した。 

≪評価≫ 

・本店 ERC 対応班は、事故・プラントの状況、進展予測、事故収束対応戦略、戦略の進捗状況等につ

いて、必要な情報に不足や遅れがなく、積極的に ERC プラント班との情報共有が実施できており、

ERC プラント班とのタイムリーな情報共有を行う体制が確立されていると評価する。 

・本店 ERC 対応班は、ERC プラント班に対して、初動対応、EAL 判断等のプラント状況の変化時におい

て、情報共有ツールを用いた積極的な情報発信が実施できており、情報共有ツールを活用した情報

発信に係る運用が定着していると評価する。 

 

④原子力事業所災害対策支援拠点の選定訓練（本店） 

≪達成目標≫ 

・気象（風向）等の状況に応じた拠点の設置場所を選定できること。 

・後方支援拠点より収集した住民避難情報等を本店本部内で共有できること。 

≪結果≫ 

・本店庶務班は、発電所周辺の気象状況、拠点候補地周辺のアクセス及び被害状況を確認した上で、

後方支援拠点を茨城事務所に設置することを決定するとともに、要員を確保し、要員を現地へ派遣

（派遣は「模擬」）した。 

・後方支援拠点要員は、原子力事業者間協力協定に基づく派遣者の受け入れ状況及び OFC から入手し

た住民避難情報等を発電所庶務班及び本店庶務班と共有した。また、本店庶務班は、後方支援拠点

との連携状況及び住民避難情報等を本店本部内で共有した。 

≪評価≫ 

・本店庶務班は、『総合災害対策本部原子力緊急時後方支援班運営要領』に従い、想定された気象条件

を基に遅滞なく後方支援拠点を茨城事務所に設置することを決定し、要員の派遣指示を行うととも

に、本店本部内に住民避難情報等の共有ができていたことから、後方支援拠点に係る対応が定着し

ていると評価するが、気象状況変化時の対応において、更なる改善に取り組む事項を抽出した。 

 （問 題 点⑩）・後方支援拠点の選定にあたり、気象変化を想定した訓練を実施していないため、状

況変化に応じた対応が必要。 

 （ 課 題 ⑩ ）・気象変化による後方支援拠点設置箇所の選定 

 （原因・要因）・気象変化を想定した訓練を実施していない。 

 （改 善 点）・今後の訓練において、風向きを変える等の気象状況変化の状況付与や、訓練当日の

気象条件において訓練を行い、拠点変更等の対応が出来るか検証する。 
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・後方支援拠点要員は、COP 等の共通情報により、プラント状況を把握するとともに、住民避難情報

等を発電所庶務班及び本店庶務班と共有ができていたことから、情報共有する体制が確立されてい

ると評価するが、OFC から後方支援拠点への連絡経路において、更なる改善に取り組む事項を抽出

した。 

 （問 題 点⑪）・自治体から住民避難についての要請があった場合の対応について、指揮命令系統が

OFC→発電所庶務班→本店庶務班→後方支援拠点であるため、後方支援拠点が原子

力防災情報共有システムにて住民避難情報を入手してから、本店庶務班より支援要

請命令が来るまでに 15 分かかり対応に遅れが生じた。 

 （ 課 題 ⑪ ）・OFC での会議体における住民避難等に関する支援要請から出動までの時間短縮 

 （原因・要因）・避難情報入手後の情報フローが OFC→発電所庶務班→本店庶務班→後方支援拠点と

多段階に形成されている。 

 （改 善 点）・後方支援拠点は OFC からの支援要請情報を「原子力防災情報共有システム」での情

報共有後に出動準備を開始することで支援要請を受けてから出動までの時間短縮を

図る。 

・後方支援拠点は東京電力 PG 株式会社や株式会社日立製作所関連施設等、他社施設

での設営を選定することも考えられるが、その際は社内システムである「原子力防

災情報共有システム」での情報共有ができないことから後方支援拠点がどこに選定

されても「原子力防災情報共有システム」が使用できる環境の構築を検討する。 

 

⑤原子力事業者間協力協定に基づく支援連携訓練（本店） 

≪達成目標≫ 

・協定に基づき、幹事会社へ定められたタイミングで協力要請ができ、要員の派遣・資機材の貸与及

び「事故・プラントの状況」等に関する情報を共有できること。 

≪結果≫ 

・本店庶務班は、特定事象該当のタイミングにて原子力事業者間協力協定に基づき、幹事会社である

東京電力 HD 株式会社に協力要請を行い、同協定に基づく協力要員及び資機材等に関する情報を本店

本部内、発電所本部及び後方支援拠点に共有した。 

≪評価≫ 

・本店庶務班は、原子力事業者間協力協定に従い、幹事会社との要員・資機材の協力要請を行うとと

もに、協力要員及び資機材に関する情報を本店本部内、発電所本部及び後方支援拠点に共有ができ

ていたことから、原子力事業者間協力協定に基づく支援連携のための体制が確立され、支援連携対

応が定着していると評価する。 

 

⑥広報対応訓練（本店） 

≪達成目標≫ 

・本店プレスセンターと現地プレスセンターを、Web 会議システムで接続した模擬記者会見を開催

し、一元的な情報提供が出来ること。また、発生した事象についてホームページに模擬プレス文を

掲載できること。 

≪結果≫ 
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・本店広報班は、発電所情報の収集を行い、発電所広報班及び ERC 広報班リエゾンと連携し、プレス

発表資料の作成を行うとともに、作成したプレス文をホームページへ掲載した。また、模擬記者会

見（1 回）を開催し、進展する発電所情報について模擬記者へ説明した後、QA 対応を実施した。 

≪評価≫ 

・本店広報班は、発生事象の概要について遅滞なく模擬プレス文をホームページへ掲載するととも

に、模擬記者会見においては、本店プレスセンターと現地プレスセンターを Web 会議システムで接

続し、一元的な情報提供を行うことができたことから、発電所の状況等を外部へ公表するための体

制が確立され、広報対応が定着していると評価する。 
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７．２ 第 2 部訓練 

（１）通報連絡訓練（発電所） 

≪達成目標≫ 

・原災法 10 条通報は事象発生から 15 分以内に通報できること。また、通報に伴う着信確認ができる

こと。 

≪結果≫ 

・発電所情報班は、原災法 10 条通報を社外関係機関（国）への通報連絡として正確な通報文を作成

し、発電所庶務班は、FAX による通報及び着信確認を実施した。なお、原災法 10 条通報は該当事象

発生時刻から 15 分以内に通報できた。 

≪評価≫ 

・発電所情報班及び庶務班は原災法 10 条通報について、正確な通報文の作成、FAX による通報及び着

信確認を実施し、達成目標どおり報告できていたことから、通報連絡の対応が定着していると評価

する。 

 

（２）その他必要と認められる訓練 

①ERC 対応班運営訓練（本店） 

≪達成目標≫ 

・ERC プラント班へタイムリーな情報共有ができること。 

・情報共有ツールを活用し、積極的な情報発信ができること。 

≪結果≫ 

・本店 ERC 対応班は、初発の GE 判断時において、発電所覚知時間から 1～2 分以内に ERC プラント班

へ情報発信した。 

・本店 ERC 対応班は、初動対応時、初発の GE 判断時、原災法 15 条認定会議後及びその他の情報発信

時において、情報共有ツールを活用し、ERC プラント班へ積極的に情報発信をした。 

≪評価≫ 

・本店 ERC 対応班は、初発の GE 判断時において、ERC プラント班へのタイムリーな情報共有が出来て

いると評価する。 

・本店 ERC 対応班は、ERC プラント班に対して、情報共有ツールを用いて、プラント状況、事故進展

予測及び戦略の共有や質疑応答が概ね支障なく行えており、情報共有ツールを活用した積極的な情

報発信が出来ていると評価する。 
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８．訓練の評価 

（１）総合的な評価 

「７．訓練結果の概要及び評価」及び「８．（２）訓練目標に対する評価」より、今回想定した原子力

災害に対しても、発電所本部、本店本部及び後方支援拠点等の各拠点が役割分担を認識し、原子力防災組

織として有効に機能することを確認した。 

また、昨年度に実施した東海・東海第二発電所防災訓練で抽出した課題、今年度に実施した敦賀発電所

防災訓練で抽出した課題及びに対して改善を図った対策の効果が確認できたことから、組織全体としての

事故対応能力向上が図られていると評価する。 

 

（２）訓練目標に対する評価 

今年度訓練における目的「発電所本部、本店本部及び後方支援拠点等の各拠点が各々の役割を認識し連

携することで、原子力防災組織が有効に機能することを確認するとともに、事故対応能力の向上を図る。」

に対し、以下のとおり訓練目標を設定し、各訓練目標について検証項目を定め評価を行った。 

 

  【訓練目標①: 各拠点における住民防護対応の実施】 

検証項目 評 価 

①各拠点が連携し、以下

の住民防護における対

応が出来ること。 

・住民避難等の状況把握

及び共有 

・住民防護における自治

体からの要請を想定し

た対応 

 

（関連項目） 

OFC 派遣要員は、OFC 内で把握した住民避難の情報を、発電所庶務班に

適宜連絡した。連絡を受けた発電所庶務班は本店庶務班へ連絡し、本店庶

務班から後方支援拠点へ住民避難対応を指示した。後方支援拠点要員は、

福祉車両を用いて要避難支援者 1 名を福祉車両へ乗せ、社有施設内へ搬送

した。 

 以上から、各拠点が連携した住民防護における対応が概ね支障なく実施

できたものと評価するが、OFC から後方支援拠点の連絡経路において、更

なる改善に取り組む事項を抽出した。 

＜７．１（７）④原子力事業所災害対策支援拠点の選定訓練（本店）＞ 

 

  【訓練目標②:これまでの訓練から抽出された改善事項に対する改善策の有効性の検証】 

検証項目 評 価 

③改善事項に対する改善

策が有効に機能してい

ること。 

 

要素訓練の積み重ねにより、昨年度に実施した東海・東海第二発電所防災

訓練で抽出した課題、今年度に実施した敦賀発電所防災訓練で抽出した課

題及びその他改善事項に対する改善が図られており、事故対応能力が向上

していると評価する。 

（関連項目） 

＜８.（３）昨年度・今年度防災訓練から改善を図った事項の有効性確認＞
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（３）昨年度・今年度防災訓練から改善を図った事項の有効性確認 

以下の項目について、本訓練にて検証を行った。 

①昨年度東海発電所・東海第二発電所防災訓練で抽出された課題に対する改善状況 

前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

〇原子炉注水機能喪失を

伴う操作におけるプラン

ト影響有無等の説明内容

の充実化 

・本店 ERC 対応班は、ERC

プラント班に対して、原

子炉隔離時冷却系/常設

高圧代替注水系の共通駆

動蒸気系統を隔離操作し

た場面において、高圧炉

心注水系機能喪失による

プラントへの影響有無、

隔離操作した理由、今後

の対応等（以下、「プラ

ントへの影響有無等」と

いう。）についての説明

が不足していた。 

＜原因＞ 

・本店本部及び発電所本部は、

蒸気漏えい事象に伴い隔離操

作を実施することが手順に既

定されており、手順に従った

操作を実施したため、隔離操

作によるプラントへの影響有

無等の情報を共有する必要は

ないという認識だった。 

＜対策＞ 

・蒸気漏えい等による隔離操作

を実施したことで、作動中の

機器の機能が喪失することに

よる SE（GE）に該当する事象

とそのプラントへの影響有無

等を整理し、本店本部ルール

集に反映して要員への教育、

要素訓練による習熟及び定着

化を図る。 

左記の対策の有効性確認として、有効

性確認方法を設定し、今年度の東海第二

発電所防災訓練にて改善対策の有効性を

検証した。 

その結果、本店 ERC 対応班は以下のと

おり問題なく対応できたことから、本対

策は有効であったと評価する。 

・本店 ERC 対応班は RHR（B）ポンプ不具

合発生の際、先読みで GE21 の予測説明

ができた。また、COP（戦略シート）説

明時において、給復水系及び復水器を

使用した原子炉注水及び崩壊熱除去を

実施し、格納容器圧力が 13.7kPa 以下

となったら RHR（B）ポンプを手動停止

して保修する旨説明することができ

た。 

＜７．１（７）③ERC 対応班運営訓練

（本店）＞ 

 

②今年度敦賀発電所防災訓練で抽出された課題に対する改善状況 

前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

○発電所情報の記載漏れ

防止 

・本店情報班は、発電所本

部の発話から、発電所情

報（時系列）を紙面に記

載し、書画装置にて、本

店本部及び本店 ERC 対応

班に共有している。本部

運営訓練を行い、要員の

力量向上及び力量の平坦

化を図っているが、発話

の聞き逃しによる発電所

情報の記載漏れが発生し

＜原因＞ 

・発電所情報を聞き逃した場合

のハード的な要員のフォロー

アップシステムが不足してい

る。 

＜対策＞ 

・発電所本部の発話を自動で文

字起こしするシステムを導入

し、発電所情報の聞き逃しが

発生した場合でも、システム

を確認することで、記載漏れ

を防止する。 

左記の対策の有効性確認として、有効

性確認方法を設定し、東海第二発電所防

災訓練にて改善対策の有効性を検証し

た。 

・訓練後に文字起こしされた文書を確認

し、一部文字化けしているものの、発

電所情報は概ね文字起こしされている

事を確認した。 

記載漏れがあった場合には有効に活用

できることを確認した。 
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前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 

た場合、速報情報の発信

が遅れる可能性がある。

 

③その他改善事項 

（東海・東海第二発電所） 

前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 
関連 

指標 

東海第二発電所の炉心

損傷判断の緊迫したタイ

ミングで、東一での人災

に関する報告が「緊急」

情報として入り、人災の

発電所本部内報告の間、

プラントの戦略に関する

会話が止まった。 

 

＜改善策＞ 

人災対応は、発電所本部報告を

待たずに人命優先の対応を発電所

保健安全班が主体となって進め、

発電所本部へは事後報告でもよ

く、発電所本部内では炉心損傷前

の対応を優先して会話するよう、

発電所本部長から指示を行う。 

＜検証方法＞ 

人災が発生した時点のプラント

状況において、発電所本部長は発

話の優先事項を適切に指示するこ

とができるか。 

シナリオ上で人災を含めた情報

が過密になるポイントを設定し訓

練を実施した。情報が過密になる

状況において、発生した人災情報

について発電所本部長は発電所保

健安全班に対応を委譲することで

プラント対応に専念できた。また

発電所保健安全班はブリーフィン

グにおいて情報の発電所本部共有

を行った。以上より、緊急対応を

除く作業班への対応委譲は有効で

あることを確認した。 

 

該当な

し 

発電所本部内において

発電所本部員と作業班と

の動線にホワイトボード

等の障害物があるため、

報告・連絡・指示に支障

があった。 

 

＜改善策＞ 

発電所本部員と作業班間の連絡

方法として構内電話（PHS）を活用

し、連続して通話を行うことによ

り連携の円滑化と強化を図る。 

＜検証方法＞ 

構内電話の使用により発電所本

部員と作業班間の情報提供が遅滞

なくできたか確認する。 

発電所本部員と作業班間で連続

通話を実施し、情報提供は遅滞な

く行われ、多めに情報共有を行う

ことができたことから連続通話に

よる連携は有効であることを確認

した。 

 

該当な

し 

発電所本部席に発話ル

ールを掲示し、周知の徹

底に努めているが、発話

ルールが実践できていな

い場面が確認された。 

 

＜改善策＞ 

本部運営訓練等において繰り返

し周知し更なる定着化を目指す。 

＜検証方法＞ 

発電所本部内発話がルールに基

づき行われているか確認する。 

今回の訓練において発話の方法

を敬体調から常体調に切り替え

た。訓練開始時は「敬体」調と

「常体」調の若干の混在が認めら

れたが、発話方法になれるに従

い、発声、発話ルールが適切に行

われていた。 

今後も継続して定着化を図る。 

該当な

し 
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前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 
関連 

指標 

書画装置を用いて戦略

シート（COP）の説明を行

った際に、指している場

所が画面から見切れてい

た。また、指し方により

書画画面が見難かった。 

 

＜改善策＞ 

書画装置を用いて資料の説明を

行う際の注意点を作成し書画装置

及び発電所各作業班のデスクに掲

示した。 

＜検証方法＞ 

発電所各作業班は注意点を考慮

した書画装置での説明を行えてい

るか、書画装置での表示に問題が

あった場合、発電所本部内で指摘

できるか確認する。 

書画説明を行った説明者は、注

意点に基づき適切に書画説明を実

施していた。 

また、書画説明装置の操作者が

適時サポート行うことで適切な書

画説明を行うことができ、発電所

本部内での指摘はなかったことか

ら有効であることを確認した。 

 

該当な

し 

 

（本店） 

前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 
関連 

指標 

・模擬記者会見の場所に

よって、記者への情報

量の差が発生するおそ

れがあることから、プ

レスセンターの一元化

について検討の余地が

ある。 

・模擬記者会見には、経

営層も参加することが

望ましい。 

 

＜改善策＞ 

・本店プレスセンターと現地プレ

スセンターを、Web 会議システ

ムを接続して、模擬記者会見を

実施することで情報発信の一元

化を図る。 

・経営層も参加した模擬記者会見

を実施する。 

＜検証方法＞ 

・Web 会議システムを用いた模擬

記者会見が問題なく実施できる

ことをプレーヤ及び模擬記者役

の振り返りで確認する。 

・経営層が参加した模擬記者会見

が問題なく実施できることを模

擬記者役が確認する。 

 

本店プレスセンターと現地プレ

スセンターを、Web 会議システム

で接続し、経営層も参加した模擬

記者会見を実施した。一元化した

情報発信を、概ね問題なく実施す

ることができたことから有効であ

ることが確認した。 

 

指標 

8 

リエゾン間の連携にお

けるツールがなかったた

め、ERC 内での活動にお

いて、一部情報提供が遅

れた場面があった。 

＜改善策＞ 

インカムを配備し、リエゾン間

の連携の強化を図る。 

 

 

インカムを使用することで、

各々の対応状況を把握し、連携し

て情報提供を行うことができたこ

とから有効であることを確認し

た。 

指標 

3 
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前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 
関連 

指標 

 ＜検証＞ 

リエゾン間で連携し、ERC プラ

ント班に対して遅滞なく情報提供

ができることを確認する。 

 

緊急時でも迅速な対応

が実施できるよう、本店

庶務班における外部連絡

先（事業者間協力協定・

緊急事態支援センター・

後方支援拠点等）を整理

しておくべき。 

 

＜改善策＞ 

外部連絡先の一覧表を整理し配

備した。 

＜検証方法＞ 

本店庶務班は、定められたタイ

ミングで外部連絡先への連絡が遅

滞なく実施できることを確認す

る。 

「外部連絡先一覧表」を整理し

ておいたことで、遅滞なく、落ち

着いて対応することができたこと

から連絡表の整理が有効であるこ

とを確認した。 

指標 

9 

 

（OFC） 

前回訓練の課題 改善策 有効性確認結果 
関連 

指標 

訓練としては発電所所

員内のみでの対応であり

外部からの指摘が得られ

なかった。このようなケ

ースでは、発電所外の社

員を活用する等して、複

数の評価者や質問役を配

置して、対応者により対

応困難な場面を想定して

対応能力向上に努めるこ

とが必要ではないか。 

＜改善策＞ 

発電所外（地域共生部等）へ

評価員及び会議体での出席者と

して参加を依頼し、会議体にお

いて幅広い視点からの質疑応答

を行う。 

＜検証方法＞ 

OFC での会議体においての質

疑応答内容が発電所外より見て

満足できる回答ができていたか

確認を行う。 

発電所外（地域共生部）より OFC

連携訓練に会議体参加者及び評価者

として出席した。また、発電所内よ

り原子力防災要員ではない人員を評

価者に選定した。 

会議体において、訓練参加者のプ

ラント状況説明の内容が分かり易く

できていたことを確認した。 

該当な

し 
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９．マルファンクションの実施結果 

訓練で設定したマルファンクション（指標 6）に対する結果は以下の通りであった。 

＜残留熱除去系ポンプ B 出口配管からの漏えい＞ 

結果 評価 

東二統括は高圧炉心スプレイポンプが停止し原子

炉注水手段及び格納容器除熱手段が残留熱除去系ポ

ンプ B のみとなった状況で漏えいの状況から直ちに

停止が必要ではないと判断し、格納容器の除熱を優

先するため残留熱除去系ポンプ B の運転継続を決定

した。また、発電所技術班は長期的な原子炉冷却の

ために残留熱除去系ポンプ B が必要であると認識

し、発電所保修班との運転状況を含めた情報連携と

補修対応の依頼を実施した。 

東二統括及び発電所技術班は残留熱除去系ポンプ

B の漏えい状況と総合的なプラント状況を考慮し運

転継続とその後の対応の検討ができていたことか

ら、今回能想定事象における対応能力を有している

ものと評価する。 

発電所技術班は残存する電源系統から使用できる

原子炉注水源（制御棒駆動水系）を選定、外部電源

復旧予定時刻共有時後は常用系を使用した原子炉冷

却・除熱手段を検討し戦略として発電所本部へ進言

した。 

発電所技術班は使用できる電源系統の範囲により

使用できる機器について幅広く検討するとともに給

電状況変更の情報と共にいち早く戦略の検討に取り

組み最適な戦略を選択できていたことから、今回の

想定事象における対応能力を有しているものと評価

する。 

 

＜能力向上を促すためのシナリオへの要素＞ 

項目 訓練のねらい 結果 評価 

資機材 発電所保修班は残留熱除去系

ポンプ B 出口配管からの漏えい

により、残留熱除去系ポンプ B

室内に溢水が発生、所内で定め

る防災関連資機材の一つである

仮設の水中ポンプを用いた排水

戦略を検討、放射性物質を内包

する可能性が高い漏えい水であ

ることから、発電所放射線管理

班と連携し放射線防護装備の助

言を受け災害対策活動ができる

こと。 

発電所保修班は発電所本部で

共有された情報を基に排水戦略

を決定し要員を招集、発電所放

射線管理班と連携し放射線防護

装備の助言を受け、溢水対応操

作を実施した。 

 

発電所保修班は手順書に無い

操作においても安全に留意した

対応操作が実施できていたこと

から今回の想定事象における対

応能力を有していると評価す

る。 

また、発電所放射線管理班の

助言に従い放射線防護装備の着

用ができていたことから、現場

対応における連携が定着してい

ると評価するが、発電所本部―

現場間の連携において、更なる

改善に取り組む事項を抽出し

た。 

体制 キーとなる要員の体調不良に

よる急な体制変更があった場合

でも、事故収束に向け冷静に状

発電所本部でキーとなる要員

（東二統括）の体調不良を模擬

し、東一統括が代行、本部長が

情報が最も過密となるタイミ

ングで発電所本部の体制変更を

行ったが、事故収束に向け冷静
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項目 訓練のねらい 結果 評価 

況判断、適切な対応方針の決定

等発電所本部対応が問題なく出

来ること。 

東一統括を兼務する体制変更を

行った。 

 

に状況判断を行い、適切な対応

方針の本部対応ができていたこ

とから、発電所本部の連携対応

能力を有していると評価する。

また、発電所保健安全班は本

部内で発生した体調不良者情報

も継続的に発電所本部内で共有

できていたことから情報共有の

対応が定着していると評価す

る。 

人為的 

ミス 

発電所本部は、外部電源喪失

により原子炉がスクラムしたタ

イミングで、主蒸気隔離弁が閉

となり、また、非常用母線 2C

が母線の短絡、非常用ディーゼ

ル発電機 2C 遮断器開放により

残留熱除去系 A 系の機能が喪失

する。発電長は当該系統を使用

不可と判断したことを発電所本

部へ報告する際に AL23 該当事

象発生の発話を失念（発電長に

対し、進言しないことを付与）

させる。この場合でも、発電所

本部は AL23 該当事象であるこ

とを判断できること。 

発電所本部は発電長から EAL

が進言されない人為的ミスが発

生した場合でも報告されたプラ

ント状況（電源系故障による残

留熱除去系ポンプ A 使用不可）

を踏まえ、AL23 該当事象である

ことを確認、適切に判断した。 

 

発電所本部は発電長から EAL

が進言されない状況においても

共有された情報から EAL 該当事

象であることを確認し適切に判

断ができていたことから、EAL

判断に係る対応が定着している

と評価する。 

 

OFC 

対応 

シナリオの進捗に従い、発電

所対策より OFC へ実派遣する。

派遣された要員は、シナリオ

の進捗に従い、遅滞なく以下の

対応ができること。 

・事業者ブースでの発電所状

況の情報共有及びプラント

チームへの情報提供 

・プラントチームでの発電所

情報の整理、現地事故対策

連絡会議及び合同対策協議

会説明資料の作成 

・住民避難情報等の情報共有

発電所対策より OFC に派遣さ

れた要員は自事業者ブースにお

いて発電所状況の情報収集を行

い、プラントチームへ情報共有

を行っていた。プラントチーム

は提供された情報を基に現地事

故対策連絡会議の説明資料を作

成するとともに住民目線に立っ

た分かり易い説明を実施した。

また、会議体での要望事項を発

電所と情報共有した。 

 

発電所対策より OFC に派遣さ

れた要員は発電所-OFC 間、事業

者ブース及びプラントチーム間

の情報連携が適切に実施されて

いたことから OFC の活動に係る

対応が定着していると評価する

が、発電所情報の入手手段及び

OFC から後方支援拠点の連絡経

路において、更なる改善に取り

組む事項を抽出した。 

＜７．１（７）①原子力防災セ

ンター訓練（発電所、本店）＞
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項目 訓練のねらい 結果 評価 

＜７．１（７）④原子力事業所

災害対策支援拠点の選定訓練

（本店）＞ 

その他 発電所庶務班は、発電所の管

理区域内外で発生する複数箇所

の火災に対し、発電所本部は状

況に応じた消火戦略の検討・立

案、人員の割り振り対応ができ

ること。 

発電所庶務班は、連続的に複

数箇所で発生する火災に対し発

電所の状況に応じた戦略の検

討・立案、人員の割り振りを行

い、適正な消火活動を実施し

た。 

発電所庶務班は、火災に応じ

た戦略を立案し適切な人員配置

を指示していたことから、火災

に対する対応が定着していると

評価する。 

その他 発電所管理区域内での汚染負

傷者発生を付与し、その付与に

対し発電所保健安全班及び放射

線管理班は汚染除去、負傷状況

に応じた応急処置及び負傷者の

搬出が実施できること。 

東海発電所にて発生した放射

性廃棄物の火災で煙を吸引し軽

微な呼吸困難、避難時に転倒し

捻挫を引き起こした被災者を想

定した。発電所保健安全班は煙

を吸引したことによる容体の急

変を考慮しいち早く公設消防へ

の連絡を行い救急車の出動を要

請するとともに発電所放射線管

理班と連携し外部・内部汚染の

両方から汚染の有無の確認を実

施した。 

発電所保健安全班は突発的な

事象を想定し公設救急車を要請

する等適切な対応を実施してい

た。また、発電所放射線管理班

は放射性廃棄物の火災であるこ

とから内部被ばくの可能性を考

慮し対応していたことから、状

況に応じた負傷者の対応措置を

行う能力を有していると評価す

るが、情報共有を行う範囲につ

いて、更なる改善に取り組む事

項を抽出した。 

＜７．１（５）原子力災害医療

訓練（発電所、本店）＞ 

 

１０．指標 7（現場実動訓練）の実施結果 

（１）残留熱除去系ポンプＢ室で発生した漏えいの対応訓練 

≪達成目標≫ 

・残留熱除去系ポンプ B 出口配管からの漏えいにより、残留熱除去系ポンプ B 室内に溢水が発生、所

内で定める防災関連資機材の一つである仮設の水中ポンプを用いた排水戦略を検討、放射性物質を

内包する可能性が高い漏えい水であることから、発電所放射線管理班と連携し放射線防護装備の助

言を受け災害対策活動ができること。 

≪結果≫ 

・発電所保修班は発電所本部で共有された情報を基に排水戦略を決定し要員を招集、発電所放射線管

理班と連携し放射線防護装備の助言を受け、溢水対応操作を実施した。 

≪評価≫ 

・発電所保修班は手順書に無い操作においても安全に留意した対応操作が実施できていたことから今

回の想定事象における対応能力を有していると評価する。 
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また、発電所放射線管理班の助言に従い放射線防護装備の着用ができていたことから、現場対応に

おける連携が定着していると評価するが、発電所本部―現場間の連携において、更なる改善に取り

組む事項を抽出した。 

 （問 題 点⑫）・RHR（B）ポンプ出口側配管からの溢水対応で、現場実動班が発電所本部を出動した

際は所内電源が喪失している状態であった。その後、所内電源が復旧したが、現場

実動班にはその情報が情報共有されなかった。電源状況によっては、現場照明、仮

設水中ポンプの電源元等対応に支障がでるため、本部と現場で情報共有を密にする

必要がある。 

 （ 課 題 ⑫ ）・現場出動班と発電所本部の双方向の情報連携 

 （原因・要因）・現場出動班からの進捗状況連絡はできていたが、発電所本部は情報の吸上げのみ行

い、プラント状況の変化による現場への影響について考慮できなかった。 

 （改 善 点）・現場指揮者はプラント状況について積極的に情報収集を行うとともに、本部連絡者

も要求の有無に係わらずプラント状況の情報発信を行う内容を定めルール化する。 

 

１１．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

（１）今回の訓練において抽出された改善点より重点的に取り組む項目を選定 

（課 題 １）OFC での会議体における住民避難等に関する支援要請から出動までの時間短縮 

改 善 点：・情報の共有の観点から指揮命令系統の簡素化は困難であるが、後方支援拠点は OFC か

らの支援要請情報を「原子力防災情報共有システム」にて情報共有後に出動準備を開

始することで支援要請を受けてから出動までの時間短縮を図る。 

・後方支援拠点は東京電力 PG や日立製作所関連施設等、他社施設での設営を選定するこ

とも考えられるが、その際は社内システムである「原子力防災情報共有システム」で

の情報共有ができないことから後方支援拠点がどこに選定されても「原子力防災情報

共有システム」が使用できる環境の構築を検討する。 

＜７．１（７）④原子力事業所災害対策支援拠点の選定訓練 問題点⑪参照＞ 

 

（課 題 ２）気象変化による後方支援拠点設置箇所の選定 

改 善 点：・今後の訓練において、風向きを変える等の気象状況変化の状況付与や、訓練当日の気

象条件において訓練を行い、拠点変更等の対応が出来るか検証する。 

＜７．１（７）④原子力事業所災害対策支援拠点の選定訓練 問題点⑩参照＞ 

 

（課 題 ３）現場出動班と発電所本部との情報連携の定着 

改 善 点：・現場指揮者はプラント状況について積極的に情報収集を行うとともに、本部連絡者も

要求の有無に係わらずプラント状況の情報発信を行う内容を定めルール化する。 

＜１０．（１）残留熱除去系ポンプ B 室で発生した漏えいの対応訓練 問題点⑫参照＞ 
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別紙２ 

防災訓練（要素訓練）の結果の概要 

 

１．訓練の目的 

原子力災害発生時における緊急時対応に係る技能の定着・向上を図るとともに，あらかじ

め定めた緊急時対応に係る各種機能が有効に機能することを確認するため，緊急時に備えた

各種対応に係る要素訓練を実施した。 

 

２．実施日及び対象施設 

（１）実施日 

2022 年 4月 1日～2023 年 3月 31 日 

（２）対象施設 

東海第二発電所（東海発電所と共通の訓練も含む） 

 

３．実施体制，評価体制及び参加人数 

（１）実施体制 

訓練毎に実施責任者を設け，実施担当者が訓練を実施した。 

詳細は，「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価した。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【発電所】 

（１）本部運営訓練 

地震による外部電源喪失や原子炉冷却材の漏えい等，原子力災害対策特別措置法（以

下，「原災法」という。）第 10条事象に至る事象等を想定。 

（２）通報連絡訓練 

火災，原災法第 10条事象に至る事象等，対外通報連絡が必要となる事象を想定。 

（３）原子力災害医療訓練 

管理区域内で負傷者が発生したことを想定。 

（４）全交流電源喪失対応訓練 

全交流電源喪失，原子炉及び使用済燃料プール除熱機能喪失事象が発生し，電源確

保対応及び水源確保対応が必要になったことを想定。 

 

（５）シビアアクシデント対策訓練 

さまざまな事故シーケンスによりシビアアクシデントに至る事故を想定。 

（６）その他必要と認められる訓練 
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①原子力緊急事態支援組織対応訓練 

高放射線環境下となり，遠隔操作が可能な装置（小型ロボット等）による対応が

必要になったことを想定。 

②車両等運転技能維持・向上訓練 

シビアアクシデント対応等で，可搬型代替注水ポンプ車（大型車両）による対応

が必要になったことを想定。 

③原子力防災センター訓練 

発電所において原子力災害が発生し，原子力防災センターへの要員派遣が必要に

なったことを想定。 

【本店】 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

原災法第 10 条事象が発生し，原子力事業所災害対策支援拠点が選定されたこと

を想定。 

②本部運営訓練 

発電所にて原災法第 10条該当事象が発生し，本店本部の設置が必要になったこ

とを想定。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の内容 

【発電所】 

（１）本部運営訓練 

（２）通報連絡訓練 

（３）原子力災害医療訓練 

（４）全交流電源喪失対応訓練 

（５）シビアアクシデント対策訓練 

（６）その他必要と認められる訓練 

①原子力緊急事態支援組織対応訓練 

②車両等運転技能維持・向上訓練 

③原子力防災センター訓練 

【本店】 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 

②本部運営訓練 

７．訓練結果の概要（「添付資料」参照） 

【発電所】 

（１）本部運営訓練 
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地震による外部電源喪失や原子炉冷却材の漏えい等，原災法第 10 条事象に至る事

象を想定し，発電所本部の設置運営として，各作業班の参集，事故収束戦略の立案及

び本店本部とのプラント情報等の共有を実施した。 

（２）通報連絡訓練 

発電所内での火災，原災法第 10 条事象に至る事象等を想定し，自治体他関係各所へ

の通報連絡（模擬通報連絡を含む）対応を実施した。 

（３）原子力災害医療訓練 

管理区域内で負傷者が発生したことを想定し，負傷者搬出，汚染サーベイ及び応急

処置等の対応を実施した。 

発電所で保有している担架，止血帯等の医療器具の取扱い及び傷病者の搬送訓練を

実施した。 

（４）全交流電源喪失対応訓練 

全交流電源喪失を想定し，以下の訓練を実施した。また，発電所本部と現場との連

携訓練を合わせて実施している。 

・低圧電源車を用いた電源供給訓練 

・可搬型代替注水ポンプ車を用いた冷却水の確保訓練 

（５）シビアアクシデント対策訓練 

・フルスコープシミュレータを用いて，さまざまな事故シーケンスによるシビアアク

シデント対応訓練を実施した。 

・さまざまな事故シーケンスにより，シビアアクシデントに至る事故等を想定し，発

電所本部での対応訓練を実施した。 

（６）その他必要と認められる訓練 

①原子力緊急事態支援組織対応訓練 

・遠隔操作ロボットの操作（走行，模擬試料採取操作，障害物除去等）について実

操作訓練を実施した。 

・無線ヘリ（ドローン）の操作（ホバリング，移動，旋回，空撮等）について実操

作訓練を実施した。 

②車両等運転技能維持・向上訓練 

アクセスルートの復旧作業に使用するホイールローダ，原子炉及び使用済燃料プ

ールへの代替注水に使用する可搬型代替注水ポンプ車の運転訓練を実施した。 

 

 

③原子力防災センター訓練 

原子力防災センター内事業者ブース及びプラントチームへ要員を派遣し，発電所

災害対策本部の情報を収集・整理し，原子力防災センター内各機能班や原子力災害

合同対策協議会等へ情報提供を行う訓練を実施した。 

【本店】 

（７）その他必要と認められる訓練 

①原子力事業所災害対策支援拠点設営訓練 
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原子力事業所災害対策支援拠点への資機材・資料の運搬及び支援拠点での資機材・

資料の設置，資機材動作確認等の拠点設営に係る実動訓練を実施した。 

②本部運営訓練 

発電所での原災法第 10 条該当事象等の発生を想定し，本店本部の設置運営とし

て，各機能班の参集から発電所支援活動の実施及び発電所情報の収集活動を実施し

た。 

 

８．訓練の評価 

要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認した。 

訓練毎の評価結果は，「添付資料」のとおり。 

 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

要素訓練で抽出された改善点及び今後に向けた改善点は，「添付資料」のとおり。 

 

10．添付資料 

添付資料：防災訓練（要素訓練）の概要 
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識

・
力

量
付

与
 

・
熟

練
者

の
力

量
維

持
及

び
技

能
の

向
上
 

・
様

々
な

状
況

を
考

慮
し

た
電

源
接

続
方

法
の

習
熟
 

・
今

後
も

継
続

し
て

訓

練
を

行
い

，
要

員
の

力
量

維
持

及
び

技
能

の
向

上
を

図
る

。
 

・
低

圧
電

源
車

と
電

源
盤

と
の

ケ
ー

ブ
ル

接
続

等
の

実
動

訓
練

を

実
施

。
（

実
施

回
数

：
1
6
回
，

参
加
人

数
：

93
名
）
 

・
Ⅱ
型
訓
練
（
電

源
機

能
確

保
訓

練
）
と
し

て
，
現
在

の
プ

ラ
ン

ト

状
態

に
お

け
る

自
然

災
害
（
地
震

）
を
起

因
と

し
た

使
用

済
燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
へ

の
全

給
水

機
能

の
喪

失
，

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
浄

化
系

戻
り

配
管

か
ら

の
漏

え
い

に
よ

り
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
水

位
低

下
が

発
生

す
る

事
象

を
想

定
し

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

プ
ー

ル
注

水
に

使
用

す
る

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
の

電
源

確
保

の
た

め
，

発
電

所
本

部
と

現
場

が
連

携
し

低
圧

電
源

車
を

使
用

し
た

電
源

系
統

へ
の

給
電

作
業

の
実
働

訓
練

を
実

施
。
 

（
実

施
回

数
：

2
回

，
参

加
人

数
：
延
べ

2
0
名

）
 

緊
急

時
の

最
終

的
な

除
熱

機
能

の
確

保
及

び
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル

の
冷

却
確

保
に

係
る

訓
練
 

（
実

施
回

数
：

37
回
，

参
加
人

数
：
延
べ

1
1
7
名

）
 

①
安
全
・
防
災
室
 
安
全
・
防

災
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
 

②
原

子
力

防
災

要
員
 

良
 

・
新

規
要

員
の

知
識

・
力

量
付

与
 

・
熟

練
者

の
力

量
維

持
及

び
技

能
の

向
上
 

・
今

後
も

継
続

し
て

訓

練
を

行
い

，
要

員
の

力
量

維
持

及
び

技
能

の
向

上
を

図
る

。
 

・
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
車

の
ポ

ン
プ

ユ
ニ

ッ
ト

起
動

操
作

，

水
中

ポ
ン

プ
引

き
出

し
回

収
操

作
，

ホ
ー

ス
接

続
及

び
ホ

ー
ス

車
取

扱
訓

練
の

実
動

訓
練

を
実

施
。
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防
災
訓
練
（
要
素
訓
練
）
の
概
要
 

 

（
５

）
シ

ビ
ア

ア
ク

シ
デ

ン
ト

対
策
訓

練
（

実
施

回
数

：
10

回
，
参

加
人

数
：

延
べ

6
18

名
）
 

概
 

 
要
 

実
施

体
制
 

（
①

実
施

責
任

者
，
 

 
②

訓
練

参
加

者
）
 

評
価

結
果
 

当
該

期
間

中
の

改
善

点
 

今
後

の
原

子
力

災
害

対

策
に

向
け

た
改

善
点
 

本
部

運
営

訓
練
 

（
実

施
回

数
：

10
回
，

参
加
人

数
：
延
べ

6
1
8
名

）
 

①
安
全
・
防
災
室
 
安
全
・
防

災
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
 

②
原

子
力

防
災

要
員
 

良
 

・
災

害
収

束
に

向
け

た
戦

略
立

案
の

更
な

る
迅

速
化

及
び

共
有

性
の

向

上
 

・
本

店
本

部
と

の
共

有
資

料
を

活
用

し
た

情
報

共
有

の
強

化
 

 

・
災

害
収

束
に

向
け

た

戦
略

の
更

な
る

迅
速

化
及

び
共

有
性

の
向

上
に

取
り

組
ん

で
い

く
。
 

・
地

震
・

津
波

等
の

自
然

現
象

を
起

因
と

し
た

全
交

流
電

源
喪

失

や
炉

心
損

傷
等

の
シ

ビ
ア

ア
ク

シ
デ

ン
ト

事
象

等
に

つ
い

て
，

災
害

対
策

本
部

に
お

け
る

対
応

訓
練
を

実
施

。
 

 （
６

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る
訓

練
 

①
 
原
子

力
緊

急
事

態
支

援
組
織

対
応
訓

練
（

東
海

発
電

所
と

共
通
の

訓
練

）
（

実
施

回
数

：
6
回

（
6
/
2
2,
7
/
13
,
9
/1
4
,
1
0
/
12
,
1
1/
1
7
,1
2
/
8）

，
参

加
人
数

：
延
べ

2
2
名

）
 

概
 

 
要
 

実
施

体
制
 

（
①

実
施

責
任

者
，
 

 
②

訓
練

参
加

者
）
 

評
価

結
果
 

当
該

期
間

中
の

改
善

点
 

今
後

の
原

子
力

災
害

対

策
に

向
け

た
改

善
点
 

遠
隔

操
作

ロ
ボ

ッ
ト

操
作

訓
練

 

①
安

全
・

防
災

室
 

安
全

・
防

災
グ

ル
ー

プ
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
 

②
原

子
力

防
災

要
員

  

良
 

・
操

作
経

験
者

（
操

作
者

）
の

拡
充
 

・
操

作
経

験
者

の
力

量
維

持
及

び
技

能
の

向
上
 

・
今

後
も

操
作

経
験

者

の
拡

充
と

と
も

に
，

要
員

の
力

量
維

持
及

び
技

能
の

向
上

を
図

る
。
 

・
遠

隔
操

作
ロ

ボ
ッ

ト
及

び
ド

ロ
ー
ン

の
操

作
訓

練
を

実
施

。
 

     

7 ７ 8 

添付資料 



 
防
災
訓
練
（
要
素
訓
練
）
の
概
要
 

 

②
車

両
等

運
転

技
能

維
持

・
向

上
訓
練

（
実

施
回

数
：

21
回

，
参
加

人
数

：
延
べ

5
4
名

※
）

 

概
 

 
要
 

実
施

体
制
 

（
①

実
施

責
任

者
，
 

 
②

訓
練

参
加

者
）
 

評
価

結
果
 

当
該

期
間

中
の

改
善

点
 

今
後

の
原

子
力

災
害

対

策
に

向
け

た
改

善
点
 

ホ
イ

ー
ル

ロ
ー

ダ
運

転
操

作
訓

練
 

（
実

施
回

数
：

20
回
，

参
加
人

数
：
延
べ

5
1
名

）
 

①
安
全
・
防
災
室
 
安
全
・
防

災
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
 

②
原

子
力

防
災

要
員
 

良
 

・
新

規
資

格
取

得
者

及
び

運
転

経
験

の
浅

い
者

の
技

能
向

上
。
 

・
熟

練
者

の
力

量
維

持
及

び
技

能
の

向
上
 

・
今

後
も

継
続

し
て

訓

練
を

行
い

，
要

員
の

力
量

維
持

及
び

技
能

の
向

上
を

図
る

。
 

・
ホ
イ
ー
ル

ロ
ー

ダ
（

2
機

種
）
を
用

い
て

車
両

運
転

訓
練

を
実

施
。 

緊
急

時
対

策
車

両
運

転
訓

練
 

（
実

施
回

数
：

1
回

，
参

加
人

数
：
延
べ

3
名
）
 

①
安
全
・
防
災
室
 
安
全
・
防

災
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
 

②
原

子
力

防
災

要
員
 

良
 

・
有

資
格

者
の

力
量

維
持
 

・
今

後
も

継
続

し
て

訓

練
を

行
い

，
要

員
の

力
量

維
持

を
図

る
。
 

・
可

搬
型

代
替

注
水

ポ
ン

プ
車
（

大
型

車
両

）
を
用

い
て

車
両

運
転

訓
練

を
実

施
。
 

※
実
施
責
任
者
は
訓
練
評
価
も
兼
ね
て
い
る
た
め
参
加
人
数
に
加
え
な
い
。
 

 ③
原

子
力

防
災

セ
ン

タ
ー

訓
練

（
実
施

回
数

：
2
回
（

2
/6
,
 
2
/
1
5）

，
参

加
人

数
：

延
べ

1
6
名

）
 

概
 

 
要
 

実
施

体
制
 

（
①

実
施

責
任

者
，
 

 
②

訓
練

参
加

者
）
 

評
価

結
果
 

当
該

期
間

中
の

改
善

点
 

今
後

の
原

子
力

災
害

対

策
に

向
け

た
改

善
点
 

原
子

力
防

災
セ

ン
タ

ー
訓

練
 

①
安
全
・
防
災
室
 
安
全
・
防

災
グ
ル
ー
プ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
 

②
原

子
力

防
災

要
員
 

良
 

・
W
e
b
会

議
及

び
原

子
力

防
災

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

の
利

用
に

よ
る

発

電
所

災
害

対
策

本
部

と
の

連
携

強

化
 

・
情

報
共

有
方

法
多

様

化
の

検
討

。
 

・
今

後
も

継
続

し
て

訓

練
を

行
い

，
要

員
の

力
量

維
持

及
び

技
能

の
向

上
を

図
る

。
 

・
事

業
者

ブ
ー

ス
に

て
収

集
し

た
情

報
を

プ
ラ

ン
ト

チ
ー

ム
へ

提

供
，

整
理

さ
れ

た
情

報
を

各
機

能
班

へ
提

供
す

る
と

共
に

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

等
へ

参
加

し
，

事
故

状
況

等
を

報
告

す
る

訓
練

を
実

施
。
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防
災
訓
練
（
要
素
訓
練
）
の
概
要
 

 

 【
本

店
】
 

（
７

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る
訓

練
 

①
原

子
力

事
業

所
災

害
対

策
支

援
拠
点

設
営

訓
練

（
実

施
回

数
：
1
回
，

参
加
人
数

：
延

べ
13

名
）
 

概
 

 
要
 

実
施

体
制
 

（
①

実
施

責
任

者
，
 

②
実

施
担

当
者

）
 

評
価

結
果
 

当
該

期
間

中
の

改
善

点
 

今
後

の
原

子
力

災
害

対

策
に

向
け

た
改

善
点
 

資
機

材
の

運
搬

・
設

置
訓

練
 

①
発

電
管

理
室

 
警

備
・
防
災

 

グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
 

②
本

店
各

室
員
 

良
 

・
資

機
材

の
図

示
を

用
い

た
リ

ス
ト

管
理
 

・
後

方
支

援
拠

点
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
改

正
 

・
今

後
も

継
続

し
て

訓

練
を

行
い

，
要

員
の

力
量

維
持

及
び

技
能

の
向

上
を

図
る

。
 

・
原

子
力

事
業

所
災

害
対

策
支

援
拠
点

へ
の

資
機

材
・

資
料

の
運

搬
及

び
設

置
等

の
拠

点
設

営
に

係
る
実

動
訓

練
を

実
施

し
た

。

（
2
0
23

年
3
月

3
日
実

施
）
 

   ②
本

部
運

営
訓

練
（

実
施

回
数

：
6
回

，
参

加
人

数
：

延
べ

3
4
8
名

）
 

概
 

 
要
 

実
施

体
制
 

（
①

実
施

責
任

者
，
 

②
実

施
担

当
者

）
 

評
価

結
果
 

当
該

期
間

中
の

改
善

点
 

今
後

の
原

子
力

災
害

対

策
に

向
け

た
改

善
点
 

本
部

運
営

訓
練
 

①
発

電
管

理
室

 
警

備
・
防
災

 

グ
ル

ー
プ

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
 

②
本

店
総

合
災

害
対

策
本

部

員
 

良
 

・
共

有
資

料
の

充
実

化
 

・
今
後
も

要
素

訓
練

の
積

み
重

ね
に

よ
り

，
要

員

の
力

量
維

持
及

び
技

能
の

向
上

を
図

る
。
 

・
発

電
所

で
の

原
災

法
第

10
条

事
象
の

発
生

を
想

定
し

，
本

店

本
部

の
設

置
運

営
と

し
て

，
各

機
能
班

の
参

集
か

ら
発

電
所

支

援
活

動
の

実
施

及
び

発
電

所
情

報
の
収

集
活

動
を

実
施

し
た

。
 

 
 

 
 

 
 

以
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